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1．国土交通省令で定める学科及びそれに準ずると認める学科
学校教育法による
○大学･専門学校（４年制以上修了した「高度専門士」）
○短期大学・高等専門学校（５年制以上）・専門学校（２年制以上を修了した「専門士」）
○高等学校・中等教育学校
を卒業された方に共通する指定学科です。
（注1）�専門学校卒業者は、「高度専門士」「専門士」の称号が付与された方のみ対象です。
　　 　付与されていない方は、表 5を参照してください。
（注2）�下表は高等専門学校(専攻科)には適用されません。高等専門学校（専攻科）を修了された方は16ページ3．を参照してく

ださい。
（注3）�下表の学科名について、科目名が合っていれば末尾の「科」「学科」「工学科」はいずれにも置き換えることができます。�

（例：土木科・土木学科・土木工学科でも可とする。ただし、農業工学科・農林工学科・森林工学科及び林業工学科を除く）

西*1 千葉県立成田西陵高等学校については表2.12ページ参照
*2 福井工業大学については表2.8ページ参照
*3 山形県立新庄神室産業高等学校については表2.14ページ参照
*4 神戸大学については表2.4ページ参照


